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人種差別の理解可能性と「混血（児）」カテゴリー
――「混血少年連続殺人事件」を事例に――

Intelligibility of Racial Discrimination under  
the “Konketsu （-ji）” Category: 

A Membership Categorization Analysis of a  
“Mixed-race Juvenile Serial Murder Case”

有賀ゆうアニース
ARUGA Yu-Anis

Through a membership categorization analysis of the coverage of a “Mixed-race Juvenile Serial Mur-
der Case,” how the suspect of the case could be positioned as a victim is analyzed in this paper. With 
the suspect’s confession of his experience of racial discrimination as the motive for the crime, the press 
identified the suspect as a victim of Japanese racism rather than a blameworthy criminal. The press fo-
cus on Japanese racism, in turn, made it possible to emphasize the “perpetrator-victim” relation between 
a “Japanese” “adult” and a “mixed-race” “juvenile.” On the other hand, those who mentioned the incident 
from the point of view of “mixed-race” blamed the suspect by associating the crime with his own per-
sonality.

1．はじめに
近年、戦後日本において「混血（児）」と呼ばれてきた人々や彼らをめぐる言説に関す
る研究が社会学や隣接分野で発展している。戦後日本では、進駐軍兵士たちと、日本人女
性たちとのあいだに多数の子どもが生まれた。1952年に日本が独立を達成し日本が「単
一民族国家」として再編されていく当時の社会で、数万人に上るとされる彼らを教育や福
祉の面でいかに処遇するのか、日本人からの偏見にいかに対処するのかといった争点が浮
上し、近代日本史上類を見ないほど「混血」が公共的問題として顕在化した。これらの争
点は「混血児問題」という表題のもと多方面で活発に議論されたが、政府が最終的に日本
国籍者という法的身分を根拠に「一般の日本人」へ彼らを同化するという一般方針を確立
したことで、社会問題としての「混血児問題」は収束に向かっていく。しかし、「戦争の
落し子」や「パンパン（売春婦）の子」としてスティグマ化する言説は持続し、彼らは日
本社会において深刻な人種差別や偏見に直面し続けてきた――近年の研究群は、「混血
（児）」言説のあり方について、こうした見通しを共通して提示している［堀口・井本
2014; 上田 2018;下地 2018］。こうした研究は、国籍や人種を異にする両親の間に生まれる
人々が益々増加している今日、その問題を歴史的に捉え返すために重要な知見を提供して
いる。
以上のような「混血（児）」言説の特徴が特に顕在化した事例とされるのが「混血少年
連続殺人事件」である。1966年12月から翌年1月にかけて、愛知県・千葉県・山梨県で
女性が連続で殺害された。被害者はいずれも20代女性で、死因は窒息死であった。捜査
の結果、容疑者として16歳の少年が逮捕されると、性暴力の痕跡があったこと、容疑者
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が黒人系の「混血」であったことも相まって、主流紙はこぞって事件を「混血少年連続殺
人事件」として報じた。堀口と井本［2014: 63］は、「混血児」を社会問題化する日本人の
人種差別的まなざしが最も明確に現れた事例として、この事件を位置づけている。
先行研究の知見は、同時代の日本におけるナショナリズムや人種意識の一側面に光を当
てている限りで重要である。しかし本稿で論じたいのは、先行研究が当時の言説に与えて
きた「モラル・パニック」［堀口・井本 2014］や「人種差別」［下地 2018］といった分析
者の視点に基づく概括的特徴づけでは、「混血（児）」カテゴリーが当時の文脈で有した意
味や働きを捉えきれないのではないか、ということだ。たとえば、上記の事件の犯人が逮
捕されて約3週間後に刊行された記事では、報道の経過が次のように回顧されている。

それらの記事は、全部、奇妙に同情的であり保護的であり、理解深い態度を示していた。そして
混血児をマークせよ、それらは犯罪予備軍的な傾向を濃厚に有する、というような警告的な主張
は、これも、奇妙にまったく見られなかったのである。
 ［「同情では解決できない」『朝日ジャーナル』1967.2.12］

ここで示唆されているのは、事件報道では確かに「混血児」に注目が集まっていたが、
それは彼らを明示的に犯罪や非行と結びつけ差別するというより、むしろ彼らに対する差
別の被害者としての同情や、差別・偏見からの擁護を表現するものだった、ということだ。
要するに、先行研究が「混血少年連続殺人事件」をめぐる報道を日本人による「混血（児）」
に対する差別やスティグマ化の現れとして理解しているのに対し、当時の言説ではそれは
「奇妙に同情的であり保護的」な態度の現れとして特徴づけられていたのだ。
このとき次の問いが得られる。「混血児」への差別や迫害が慣習的に行なわれていた当
時、それも連続殺人事件の容疑者である「混血児」に対して、差別の被害者として「奇妙
に同情的であり保護的」な記述がいかに可能になっていたのだろうか。こうした事態のな
かで「混血（児）」という人種的カテゴリーがいかなる意味を担い、それによって事件の
関係者たちが犯罪や差別の加害者や被害者としていかに理解可能になっていたのか。こう
した問いは先に触れたような分析者による概括的な特徴づけによって説明できるものでは
なく、その解明のためには、「混血（児）」カテゴリーが参与者たち自身によって実際にど
う用いられていたのかを精査することが必要であろう。そしてそれは、どのような基準の
もとで「混血児」の人種差別が問題として認識可能であったのかを理解する上でも重要で
あろう。
以上の課題に取り組むため、本稿は次のように作業を進める。第2章では、本稿の分析
視座として成員カテゴリー化分析を位置づけ、どのような手続きで分析を行うのかを説明
する。後続する2つの章では、この視座から事件報道を対象とした分析を行う。第3章で
は、事件そのものから「混血児への人種差別」へと報道の焦点が移行していった経緯、そ
れに伴い被疑者が被害者として理解されていった経緯を明らかにする。第4章では、差別
に加担している「日本人」「大人」としての責任と課題が強調されることで「混血児」へ
の「奇妙に同情的であり保護的」な言説が産み出されていったこと、しかし他方、「混血児」
カテゴリーの成員たちは、むしろ「混血児」カテゴリーの成員一般から彼を人格の面で例
外化することで、被疑者に帰責する批判的言説を産出していたことを明らかにする。最後
に第5章では、以上の知見を考察した上で、本稿の意義・課題について述べる。
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2．分析方法とデータ
第1章で述べたように事件の被疑者が差別の被害者として同定されたということは、そ
の報道の参与者たちが何らかの手続きで差別の加害者・被害者という識別を達成していた
ということを含意するだろう。では、その手続きをどう分析すればよいのか。
本稿ではその分析のための視座として、社会学や隣接分野で発展してきた「成員カテゴ
リー化分析」というアプローチを参照する。成員カテゴリー化分析とは、様々なコミュニ
ケーションのなかで各種の常識的カテゴリーがいかにして運用されるのか、それによって
どのような行為や推論が可能になっているかを分析するアプローチである。わたしたちが
日常的に用いるカテゴリーのもとで組織される様々な実践の分析を通じ、様々な相互行為
場面やメディア・テクストの中で人々の実践がいかなるアイデンティティや文化的知識に
よって組織されているのか、どのような道徳的な基準や規範が運用されているのかが明ら
かにされてきた［Eglin and Hester 2003; Jayyusi 1984; Sacks 1992; Stokoe 2012］。
成員カテゴリー化分析による差別や犯罪現象へのアプローチが示すように、ある行為が
差別や犯罪として同定される場合、その同定は一般に何らかの成員カテゴリー（人々を分
類するために使用される慣習的な類型）に依拠している。そして、そのとき依拠されるカ
テゴリーは「加害者‒被害者」という関係対や、動機や責任との結びつきにおいて把握さ
れる［Jayyusi 1984; Lee 1982; Watson 1983］。たとえば、「児童虐待」「強姦」といった犯
罪が報道される場合、一方における「加害者」としての「親」や「男性」と、他方におけ
る「被害者」としての「子ども」や「女性」との関係が想定されているだろう。そして、
前者のカテゴリー群には「加害者」という身分のもと動機や責任が問われるであろう。ま
た後者のカテゴリー群には「被害者」という身分のもとに同情や擁護が表現されうるだろ
う。殺人事件の加害者に適用された「混血」カテゴリーが、当人への同情や擁護に結びつ
けられる仕方を明らかにするという本稿の課題を追究する上でも、こうしたカテゴリーの
布置と行為の編成に照準する成員カテゴリー化分析の視座が有効と考えられる（1）。
本稿ではStokoe［2012］が定式化した成員カテゴリー化分析に関する指針に準拠し、
次のような手順で分析を進めた。まず、被疑者が逮捕された1967年1月以降の時期で「混
血」「連続殺人」によるキーワード検索を行い、事件に関する資料を収集した。4月以降
はこの事件に言及した記事がほとんどみられなくなったため切り捨て、1月から3月まで
を対象範囲とした（1月分が24件、2月分が13件、3月分が6件の計43点の記事を取得し
た）。主流紙のデータベースとして『朝日新聞』の「聞蔵II」、『読売新聞』の「ヨミダス
歴史館」、そして『毎日新聞』の「毎索」、並びに雑誌記事のデータベースとして「大宅壮
一文庫雑誌記事索引検索（Web版）」を活用した。なお、データとして新聞・雑誌記事を
利用したのは、当時の主要なマスメディアとして一般的読者に向けて編まれており、犯罪
や差別をめぐる一般的・慣習的なカテゴリーの用法に照準する本稿の方法論的立場と適合
的であることによる［Eglin and Hester 2003: 40ff］。
次に、以上で収集した記事を対象に、カテゴリー（「混血」「女性」など）とカテゴリー
集合（人種、性別など）への明示的な言及の一覧を作成した。これらのカテゴリーとカテ
ゴリー集合がテクストで使用されている活動の文脈を同定し、それがいかなる行為に連動
しているのかをマニュアルでコード化した。
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3．犯行の物語から犯人の物語へ―逮捕以前から自供までのメディア報道
（1）「混血」カテゴリーの顕在化とその帰結―逮捕前後の報道
本節では、事件が全国紙で大々的に報じられるようになった時の記事を、特に見出しに
着目して確認しよう。記事の見出しは、後続する本文のストーリーに注意を喚起し、それ
についての特定の理解を組織するのであり、そのさいに理解が組織される仕方は成員カテ
ゴリー化分析の観点から重要な分析の題材となる［Lee 1982］。
まず、事件報道では当初から「混血」カテゴリーが焦点化されていたわけではなかった
点を確認したい。被疑者の身柄が拘束される同月23日の本事件を報じた記事には、「女性
殺しで広域捜査　愛知・千葉・山梨の三事件　共通の犯行手口」［『朝日新聞』夕刊］、「混
血の容疑者浮かぶ―広域重要事件に指定」［『毎日新聞』朝刊］、「連続女性殺しで広域捜査
不審な若い男浮かぶ」［『読売新聞』夕刊］などの見出しが付され、明示的言及はわずかに
留まっていた。Watson［1983］が指摘するように、ある出来事が殺人事件として記述さ
れるとき、その記述に連動して「犯行の関係者」という観点が発動される。この観点は被
疑者、被害者、目撃者、警官などの成員カテゴリーから構成され、それらのカテゴリーに
は慣習的に予期可能な様々な活動が付帯している。女性の連続殺人、警察庁による広域事
件としての指定、犯行の手口の共通性など、記事の中で展開されている様々な記述もこう
した「犯行の関係者」という観点のもとで事件の経過を伝える犯罪報道として理解可能に
なっている。このとき、「混血」カテゴリーは、あくまでそれらの一部をなす、犯人の特
徴づけとして参照されるにとどまっている。むしろ強調されているのは「女性」であり、
かつそれは被害者側に共通する特徴として言及されている。このように、当初の報道では、
加害者と被害者の属性を等しい水準で記述することによって「犯罪の物語」［Eglin and 
Hester 2003］が組織されている一方で、「混血」カテゴリーが前面化してはいなかったの
である。
しかしこうしたカテゴリーの布置と物語は、被疑者が逮捕された1月翌24日以降に再編
されていく。各紙が「混血」カテゴリーを参照する中で、事件の経過だけでなく背景が焦
点化され、「混血」カテゴリーが別のカテゴリーと結びつきつつ顕在化してくるのである。
再び事件に言及した記事の見出しに、被疑者逮捕の翌日にあたる24日に限定して着目
しよう。一方で、「連続女性殺し容疑者を逮捕少年「S」、柏駅前で」（『毎日新聞』朝刊）、「柏
で混血少年捕える　指紋と足跡がピタリ連続女性殺人事件」（『朝日新聞』朝刊）といった
見出しのもとに捜査の経過が報じられる。前述した「犯行の関係者」という観点のもとで
の犯罪報道をここにも看取できる。しかし他方で、同日には明らかに志向を異にする見出
しの記事も掲載されている。例えば『毎日新聞』では「足跡もピッタリ少年は犯行否認」
という大見出しで捜査経過が報告されつつ、「“黒いハダ”に冷たい目」という小見出しが
配置されている。また『読売新聞』では「連続女性殺し　手配の混血少年逮捕　柏の路上、
別件で」という見出しで逮捕の経緯、警察や証人の発言が紹介されつつ、隣接する記事で
は「“黒いコンプレックス”　盗み、補導歴四回　両親は、はるかアメリカ」という見出し
が置かれている。このように「混血少年」としての被疑者個人への注意を促す見出しのも
と、彼の経歴や性質が詳細に記述されていく。EglinとHesterは、「犯行の関係者」とい
う観点のもとで事件を理解するとき、犯罪の経過とは独立した別の物語として「犯人の物
語」が派生していくことがあると論じているが［Eglin and Hester 2003］、この事件でも
事件や捜査だけでなく、犯人自身へと焦点が移行していくのだ。



‒ 84 ‒

被疑者に照準したこれらの記事で興味深いのは、彼の生活史が詳述されている点だ（2）。
その内容は概ね共通している。アフリカ系アメリカ人兵士と日本人女性の間に宮城県仙台
市で戦後に生まれたこと、出生直後に父親が朝鮮戦争で戦死したこと、その後母は別のア
メリカ人兵士と再婚し渡米したため母方の叔父に引き取られたこと、小学校入学後に周囲
の迫害や偏見を受けて孤立と劣等意識を深め、次第に非行に走っていったこと、中学を中
退して自動車整備工場に就職するがすぐに退職し失踪したこと、各地で窃盗を重ねた末に
今回の犯行に至ったこと等々が共通して語られている。
このような生活史の描写が、上記のような「混血（児）」カテゴリー、ならびに「“黒い
ハダ”に冷たい目」「“黒いコンプレックス”」等の見出しのもとに与えられることにより、
被疑者の過去の経験や現在の行為を他ならぬ「（黒人）混血（児）」のそれとして理解する
ことが可能になろう。特定の成員カテゴリーを帰属することは、同時にそのカテゴリーの
成員に想定される生活史についての知識を喚起し、その知識は動機を説明するために参照
されうるからである［Coulter 1979: 132f］。実際、先行研究が論じるように［堀口・井本
2014］、当時の「混血（児）」をめぐる言説では、黒人系へのより深刻な差別、（両）親の
不在、日本人からの人種差別の被害が特徴的な問題として強調されていた。要するに、被
疑者の生活史が「混血」カテゴリーのもとで、そして当時の「混血」カテゴリーについて
の慣習的な知識に適合的なものとして与えられることにより、事件は「混血児」としての
経験を動機とする犯行として理解可能になっていたのである。

（2）カテゴリーのもとでの被害者性の産出―犯行の供述をめぐって
以上のように、逮捕される直後の1967年1月24日までの時点で、「混血」「少年」カテ
ゴリーのもとで被疑者の生活史が詳細に記述され、犯行が説明されていた。その一方で
24日の取り調べで被疑者は犯行と犯行動機を自供することになる。当時、被疑者の自供
として報道されたのは、以下のような内容だった。

「オレのちぢれっ毛と、このハダがイヤなんだ」とわめいた。ひとしきり泣いたあと「わたしが
やりました」といった。それから「わたしは父を知らない。母は37歳ぐらいだが、小さいときに
いなくなった。小学校、中学校と進んだが、みんなが“黒人”と笑った。ヤケになって中学二年
生のとき盗みを働き、保護施設に入れられたが、すぐに逃げだした。あとは北海道をのぞいた全
国を歩き回って空き巣にはいった。若い女性は必ずわたしとすれ違うとき、あざ笑った。女はに
くいと思うようになった」
 ［「少年、安孫子の事件自供」『毎日新聞』1967.1.25朝刊］

25日以降の続報のなかで被疑者の供述は「「この髪とハダが…」“周囲の目”うらみ、
絶叫」［「少年、安孫子の事件自供　連続女性殺し」『毎日新聞』1967.1.25朝刊］、「女はと
くにニクい「オレを見ると笑うから」」［「千葉・甲府は自供　連続殺人容疑者の少年」『朝
日新聞』1967.1.25朝刊］、「この髪が……と泣き伏す」［「混血少年　我孫子（千葉）の殺人
を自供」『読売新聞』1967.1.25朝刊］といった中見出しのもとに提示されていくことになる。
ここでは、供述のなかでも、髪や肌とそれに対する周囲の否定的反応についての記述が前
面化している。こうした身体の描写が「黒人混血」カテゴリーを喚起するとすれば、それ
に対する周囲の冷淡な反応の記述はそうしたカテゴリーゆえの否定的評価を含意するだろ
う。かくして事件背景の説明では、被疑者が属する「黒人混血」カテゴリーだけでなく、
そのカテゴリーを理由とする差別的扱い――人種差別――という行為が顕在化することに
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なる。人種差別が被疑者の犯行動機だと明言されているわけではないが、以上のような記
述が与えられることで被疑者への人種差別ゆえにこの犯罪がなされたのだという推論が可
能になるだろう。人種差別の被害という「混血（児）」カテゴリーに結びついた記述と、
差別の加害者への憎悪という記述が自然に結びつき、かつ連続殺人という逸脱的な行為が
その憎悪の結果として理解可能だからである［Coulter 1979: 56‒57］。
そして第2章で述べたように、差別という記述は、加害者‒被害者という関係対を想起
させる働きをする。「混血少年連続殺人事件」の犯行とその動機としての人種差別の経験
を被疑者が告白するとき、その告白はたんに被疑者Sの過去の行為を説明するだけではな
く、その人を被害者に位置づけること、また別の誰かを加害者に位置づけることを伴う。
かくして、被疑者Sが供述の中で犯行動機として自己の差別という経験を記述するとき、
またその記述が報道のなかで受容され反復されるとき、差別の加害者と被害者という観点
から事件を理解するという別の可能性が開かれることになるのである。実際、先に触れた
記事は、取り調べを担当した刑事が「『誰もSを救えなかったのか』とつぶやいた」とい
う記述で締め括られることで、被疑者は明確に加害者ではなく被害者として位置づけられ
ている。
ところで、以上のような手続きを通じて被疑者が「被害者」として理解可能になるとき、
その理解可能性は「（黒人）混血」という人種カテゴリーだけでなく「少年」という人生
段階カテゴリーによっても支えられている。このことは、記事の見出しで繰り返し「少年」
という表現で被疑者が言及されている点だけでなく、被疑者の振る舞いについての記述に
も明らかである。先に触れた「『誰もSを救えなかったのか』とつぶやいた」という捜査
官の言葉で締めくくられた記事の前半では「空巣にはいる家をねらって」「ドライバーで
こじあけ」「ナイフをつきつけ…おどした」など、端的に「犯人」として理解可能な仕方
で行為が記述されている。しかし他方、記事の後半では、「泣きじゃくり」「しょせん、
十六才の少年のウソ」「突然、泣き出し…わめいた」など、被疑者の幼さを示すような仕
方でその振る舞いが描かれている。こうした描写を通じて、単なる「犯人」というより「少
年」として被疑者は理解されることになる。かくして被疑者の幼稚さ、無力さが示される
ことで、前述した被害者としての被疑者という理解が補強されることになる（3）。
無論、連続殺人事件自体に関する限り、加害者は被疑者であり、被害者は殺害された女
性たちであった。それが想定されていたからこそ、事件の報道においては「犯行の関係者」
という観点のもと、被疑者の逮捕、被疑者に対する警察の取り調べといった一連の活動が
自然に報道されていた（前節）。しかし、その後の経過で被疑者が犯行動機として人種差
別の経験に言及し、かつその動機の記述が受容されると、今度はそれとは異なる観点、そ
してそれとは異なる物語が展開されていくことになる。すなわち、焦点が事件の経過から
事件の背景（である犯行動機）へと移行するとき、「混血児への人種差別」という観点が
発動し、その観点にそって物語が産出されていくのである。第4章では、その経過をたど
る。

4．責任の転移と動機の分岐―事件をめぐる反響
（1）「日本人‒大人」への責任の帰属
第3章で述べたように、ある成員カテゴリーの成員が差別の被害者として同定されると、
同時に、そのカテゴリーと対をなす別のカテゴリーの成員が加害者として同定されること
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になる。混血少年連続殺人事件の場合、いかなる対カテゴリーが「加害者‒被害者」とい
う関係に投影されているのか。
確かに自供において明示的に「女」への憎悪が表明されていた限りでは、そして被害者
女性には性暴力の痕跡があった限りでは、「性別」という観点も適用可能であったろう。
だが、第3章で見たように彼が現に「混血」「少年」としてカテゴリー化され、その人種
差別の経験が動機として参照されることで、事件の背景は「被害者としての混血少年‒加
害者としての日本人の大人」という観点で理解されることになる。「混血‒日本人」および
「少年‒大人」という2つのカテゴリー対が参照されることで被害者女性やその性暴力被害
の経験が後景化し、「女性差別」という理解の可能性は捨象されたのだ。
興味深いのは、このような文脈の中で「混血児に対する人種差別」という観点が発動さ
れるとき、「犯行の関係者」という観点には属さない話者たちがメディアの議論空間に参
入し、「日本人」や「大人」としての責任を追及していく、という点だ。報道で事件の関
係者が特定の成員カテゴリーで言及される場合、事件自体にはなんら直接に関与していな
かったとしても、そのカテゴリーに属する人々は事件に対して当事者としての理解や地位
を得ることがある［Sacks 1992: 798］。たとえば、以下の断片は、これまでのような犯罪
面ではなく一面に掲載された時評であり、書き手は事件に関わりを持たない匿名の評論家
である。

この事件では、もとより混血少年の罪はきびしく問われねばならない。ただそれはまたわれわれ
にとって、混血児問題を再考する契機ともならねばなるまい。少なくともその実態を調査し、そ
の能力に応じて進学、就職の機会を与えてやらねばならない。それでなければ彼らの一生は社会
のお荷物以外の何物でもなくなってしまう。それは日本の大きなロスといわねばならない。また
もう一つ、今度の事件によって混血児に、いままでよりいっそう冷たい目が向けられるようなこ
とがあってはならない。
 ［「混血児」『朝日新聞』1967.1.25朝刊］

記事では冒頭で事件の概略に言及した後、「混血（児）」についての記述が展開される。
周囲の偏見、両親の不在などが強調され、「混血少年」に罪があることを認めつつ、「われ
われ」が「混血児問題を再考」した上で、当事者の支援に取り組むことが要望されている。
この記事でも、冒頭での犯行の経過の報告は警察や殺害された犠牲者の記述に結びつか

ず、むしろ「日本」社会もしくはその成員――「日本人」――の観点からいかに「混血児」
への人種差別に対処すべきかが問われている。その意味で「犯行の関係者」ではなく「混
血児への人種差別」という観点が参照されている。そして、その観点のもとで差別に加担
している「われわれ」「日本人」と、差別に服している「彼ら」「混血児」の関係対が想定
され、後者を支援するという責任・義務が前者に帰属されている。同時に、「その能力に応
じて進学、就職の機会を与えてやらねばならない」という教育的・指導的配慮を示す記述
からも明らかなように、「混血」カテゴリーと「少年（子ども）」というカテゴリーとの結
びつき、そしてそれに対する「日本人」カテゴリーと「大人」カテゴリーの結びつきも想
定されている。こうした関係対を参照することで、被疑者がその一員であるような「混血児」
カテゴリーの人々を「大人」の「日本人」がいかに冷遇してきたのか、「われわれ」がいか
に「彼ら」に責任を果たすべきなのかという問題を提起することが可能になっている（4）。
こうした論理は別の記事にも散見されるが（5）、重要なのは、このように「大人」「日本人」

としての自分たちの責任・義務が問われるとき、それに対応して「混血児」の立場が明示
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的に擁護される点だ。「“混血”気にしない社会を――差別にゆがむS　必死に努力する子
も多い」［『毎日新聞』1967.1.25朝刊）、「ボクたちも日本人です　祖国、決して捨てぬ　混
血児は訴える」［『朝日新聞』1967.1.31朝刊］、「ボクらは強く生きる　夢を育てる混血児た
ち」［『朝日新聞』1967.2.13朝刊］といった見出しのもとに差別や偏見に苦しむ「混血児」
への同情や擁護が表明され、保護や支援の施策が訴えられる。第1章で触れた「奇妙に同
情的であり保護的」な言説はこうしたカテゴリーの布置を通じ展開されていたのだ。

（2）当事者による被疑者の例外化と動機・責任の再編
ところで、「被害者としての混血少年」による人種差別という動機の供述は、前節でみ
たように「加害者としての日本人の大人」が当事者として発言権を行使し、「混血児」を
擁護することを可能にするだけではない。それに対応するように「混血」の「少年」とい
う被疑者と共通の成員性を帯びた人々も議論空間に参入し、自身の境遇・立場を関連づけ
た記述を展開していく。重要なのは、こうした文脈において、被疑者に「同情的であり保
護的」な言説とは異なる、むしろ被疑者に批判的な言説が展開された点である。
被疑者と共通の成員性のもとで組織されるこうした言説の形式は、座談会や三人称視点
の記事での引用など多岐にわたるが、以下に引用する投書はその一例である。

S君。僕も君と同じ黒人混血児です。僕たちがつねに社会の人たちから、好奇の目で見られ、時に
は屈辱を受ける場合もあることは、僕も経験ずみです。しかし、それらの人は、数にすれば、ほ
んの一握りにすぎないのです。僕はいま、高校の定時制三年に在学中ですが、クラスの友人はみ
なよい人ばかりで、ほんとうにのびのびと勉強しています。この働きながら学べる喜びが、僕に
希望を、夢を与えてくれるのです。S君。君にはこういう一時がなかったのですか。僕の母親は、
僕の四歳の時、僕を置き捨てたまま、いまなお行方不明です。この境遇も、君と似ていますね。で
も、君はなぜ強く生きなかったのですか。僕には毛がちぢれているくらいで、世間をそねみ、恨み、
そして甘える気持はわかりません。かえって、ここまで育ててくれた人々への感謝で一杯です。
たった一人の君のとった行動によって、僕たち混血児は、また当分世間から変な目で見られるで
しょう。S君。僕はそれが本当に残念なのです。
 ［「S君、僕は残念です」『毎日新聞』1967.1.29朝刊］

寄稿者は、冒頭で被疑者に言及し、自分が彼と同じ「黒人混血児」であることを述べた
上で、この共通の成員性のもと自己と被疑者の境遇や態度について記述している。
注目すべきは、寄稿者が一方では共通の成員性のもとで被疑者に共感を示しつつ、他方
では人格面で被疑者を「僕たち混血児」の例外として扱っているという点だ。
一方で寄稿者は、「僕たち混血児」が周囲から「好奇の目で見られ、時には屈辱を受け
る場合もある」と認め、自身と被疑者の家庭環境の類似性を確認している。「（黒人）混血
児」という共通の成員性のもとでこうした窮状に言及することによって、投稿者は被疑者
への同情を表明している。そのさいに寄稿者は、自分を「（黒人）混血児」として提示す
ることで、「（黒人）混血児」を「僕たち」と言い換えることで、語られる経験や態度が「（黒
人）混血児」に一般化可能な事柄として理解可能にしている。
しかし他方で寄稿者は、被疑者を「（黒人）混血児」にとっての例外として切り離して
いく。まず、「僕たち混血児」に対して差別や偏見を向ける人は、「ほんの一握りにすぎない」
こと、自分も「みなよい人ばかり」のクラスで「ほんとうにのびのびと」勉強でき、それ
が自分に「希望を、夢を与えてくれる」と述べ、「君にはこういう一時がなかったのですか」
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と被疑者に問いかける。また、「毛がちぢれているくらいで、世間をそねみ、恨み、そし
て甘える気持」をもった被疑者との対比において、自分はそうした感情とは無縁であり、
むしろ「ここまで育ててくれた人々への感謝で一杯」であることを強調する。寄稿者の経
験や態度が「（黒人）混血児」に一般化可能な事柄として理解可能になっているという前
述した前提の上でこのように寄稿者と被疑者が対比されることで、次のような理解が可能
になるだろう。すなわち、同じ人種差別の境遇に直面しつつも、強く生きる「僕たち」「混
血児」と、そのように「強く生き」ようとしない被疑者のような「混血児」、という理解
である。自他の行為を説明・評価するための資源として、成員カテゴリーだけでなく、性
格といった人格類型も参照されうることをCoulter［1989］は論じているが、この投書では
人格類型を通じて「混血児」カテゴリーから被疑者を例外化することが可能になっている。
このような「混血児」一般からの被疑者の例外化は、被疑者の動機と責任の再編へと結
びつく。投書の末尾で、寄稿者は、「たった一人の君のとった行動によって、僕たち混血
児は、また当分世間から変な目で見られる」という予想と、それに対する「残念」という
感情を表明する。Sacks［1992: 401］が論じるように、あるカテゴリーに予期されうる行
為を当該カテゴリーに属するある個人が行うとき、それはそのカテゴリーの成員一般を代
表する行為として理解されうる。人種差別を理由とする犯罪・殺人という「たった一人の
君のとった行動」が「混血児」一般の問題として周囲に理解される可能性を顧慮している
からこそ、寄稿者は「世間から変な目で見られる」と予想することができる。同時に、「僕
たち混血児」についての記述との対比において「たった一人の君」が言及されることで、
「混血児」一般が「希望」「夢」をもって「強く」生きているのに対して、そのように生き
られない「S君」は「僕たち混血児」の例外であり、事件の責任と動機は彼個人にある、
という推論が可能になる。「日本人」および／あるいは「大人」の立場から解釈された動
機と責任は（前節）、「混血児」一般の立場からは被疑者に個人化されるのであり、それは
「混血児」一般から被疑者を例外化することによってなされたのだ（6）。
こうした実践は、「混血児」の立場からこの事件に言及した他のテクストにも通底して
いた。「一人ぼっちで、意志も弱かったのね…世間には暖かい心の持主もいる。私はそれ
を信じて生きる。」（「ボクたちも日本人です」『朝日新聞』1967.1.31朝刊）、あるいは「彼
は意志が弱かったのだ」（「僕のような混血少年も」『週刊新潮』1967.2.7）といった仕方で
犯行が人格の水準で説明されることによって、彼は「混血児」にとっての「例外」として
扱われ、相対的に人種差別の重要性は格下げされることになったのだ。

5．結論
（1）考察
本稿では、「混血」の殺人事件被疑者への広範な同情や擁護がいかにして可能になって
いるのかという問いのもと、成員カテゴリー化分析の視座から「混血少年連続殺人事件」
をめぐる報道テクストを分析してきた。知見を振り返っておこう。
被疑者逮捕以降、事件自体からその背景に報道の焦点が移るに伴い、「混血少年」とし
ての被疑者の生活史が詳述されていく。被疑者の自供が発表されると、事件は「混血児へ
の人種差別」という観点のもとで評価され、被疑者は「混血」「少年」カテゴリーのもと
に被害者として理解されていく（第3章）。以上の報道の経過をうけて、事件には直接関
わりを持たない人々が「混血児への人種差別」という観点のもとでメディア言説の空間へ
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と参入し、差別に加担している日本人・大人としての責任と課題が強調され、それらとの
対比において「混血児」への同情や擁護──「奇妙に同情的であり保護的」な言説──が
産み出されていった。しかし他方、「混血児」カテゴリーの成員たちは、「混血児」への差
別の深刻さやその解決を訴えるというよりも、むしろ「混血児」カテゴリーの成員一般か
ら彼を人格の面で例外化することで、被疑者に責任を帰属していた（第4章）。
なぜ一方では「混血児」一般に対する日本人や大人の責任が追求され（第4章第1節）、
他方では「混血児」の例外として被疑者が扱われえたのか（第4章第2節）。こうした論理
の分岐は、次のように考察できよう。一方では、「子ども」は「大人」への依存を含意す
るカテゴリーであり［Sacks 1992: 401］、「人種差別」は人種的少数派に対する人種的多数
派の加害を含意する概念である［Watson 1983］。故に、前者の非行や窮状が問題化され
れば、後者の責任が追求されうる。かくして、「子ども（少年）」かつ「混血」である被疑
者の犯行に対する「大人」「日本人」への帰責、被疑者への「同情」が可能になる（7）。
他方、「混血児」当事者にとって、こうした「奇妙に同情的であり保護的」な語りによ
る責任帰属は必ずしも望ましいものではない。「混血児」は差別に苦しみ、日本人を憎悪・
攻撃するかもしれないというステレオタイプが、その語りにおいては前提されているから
だ（第3章）。その点で、「混血児」当事者が自己擁護するためには、自分（たち）がその
ステレオタイプには該当しないということを示さなければならない。言い換えれば、カテ
ゴリーの当事者であることを認めつつそのカテゴリーに対する否定的ステレオタイプが自
分（たち）には該当しないと拒絶することで、自己の立場を相対的に肯定することができ
る［Sacks 1992: 578］。本稿で検討した「混血児」の語りも、殺人や周囲への反感などの
否定的反応を被疑者という「混血児」の「例外」に帰属することで、自分（たち）がその
一員であるところの「混血児」一般の立場を擁護しているのだといえる。
要するに、「日本人」や「大人」の立場からは人種差別経験が犯行動機として肯定され、

被疑者を含む「子ども（少年）」としての「混血児」への同情と「日本人」や「大人」の責
任が強調された一方で、「混血児」の立場からは、動機としての人種差別は後景化された上
で、被疑者は人格類型に基づく「混血児」の例外としてその責任が強調されたのである。

（2）意義と課題
本論は、「混血児問題」カテゴリーに関する研究、あるいは成員カテゴリー化分析にも
とづく差別・マイノリティ研究にたいして次のような社会学的意義をもつ。
「混血児問題」に関する先行研究では、「混血児」たちが日常的に深刻な差別に当面して
いたことを強調してきた一方で、当時の人々自身の側ではなく、現在の分析者側の基準か
ら「混血児」言説の人種差別性が同定されてきた（第1章）。しかし、だれかを差別の加
害者や被害者として同定するのは、研究者が行う以前に差別をめぐる相互行為に関与する
当事者が何らかの社会的基準やカテゴリーに照らして行うことだ（第2章）。そうである
以上、当事者たち自身がどのような基準やカテゴリーを参照することで人種差別が認識可
能になっているのかを分析することもまた重要な社会学的課題である［Jayyusi 1984］。
本稿は、「混血児」に対する人種差別が特に顕在化したとされる「混血少年連続殺人事件」
の報道において「奇妙に同情的」な言説がいかに可能になっていたのかを分析することで、
「日本人‒混血児」「大人‒子ども」というカテゴリー関係を参照することでこうした言説が
可能になっていたことを示した。こうした知見は、先行研究のように研究者自身の基準に
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照らして特定の言説を差別として同定するのではなく、当事者自身のカテゴリー使用を通
じて差別認識の基準が編成される仕方に着目する成員カテゴリー化分析の視座ゆえに得ら
れた知見である。この点で本稿は、「混血児（問題）」に関する研究に対し、差別の認識可
能性という観点から一定の貢献をなしている。さらにいえば、人種差別の被害者という身
分を帰属されることが当事者たる「混血児」たち自身にとって必ずしも望ましいことでは
なく、むしろステレオタイプとして否定されるべきものであったことを示した点で、「混
血児」の差別経験という重要な社会学的議題（第1章）についての理解を深めている。
また、成員カテゴリー化分析にもとづくマイノリティ研究に対しても本稿は貢献してい
る。既存研究では、差別の認識可能性がカテゴリーの布置により規定される仕方について
の経験的知見を蓄積してきた（第2章）。しかし既存研究では、マイノリティ側のカテゴ
リーに属する当事者の実践や［Perkins 2016］、成員カテゴリー以外の当事者の区別の方
法といった未決の課題が指摘されている［Nishizaka 2021］。本稿は、「混血児」の視点か
らの語りを分析することで、「日本人」の視点とは異なる方法での責任・動機帰属により
「混血児」の立場が擁護されたこと、そしてその際に成員カテゴリーではなく人格類型を
参照することによって自分たち「混血児」から加害者が例外化されていたことを明らかに
した（第4章）。こうした実践の分岐がいかに生じたのかは前節で詳論したが、以上の知
見は、マイノリティ当事者がマジョリティとは異なる方法で「混血児」の立場を擁護して
いることを経験的に論証している点で、前述した未決の課題に寄与するものである。
今後は、性別カテゴリーや、犯罪報道以外の文脈、また支援者や家族の実践など本稿で
扱い得なかった側面を本格的に分析することで、本稿が行った分析を深化させていくこと
ができよう。

註

（1） たとえばWatson［1983］は、ヘイト・クライム事件の取り調べにおいて、被疑者の白人が人種差別
的表現で被害者を描写することで「白人‒黒人」関係が顕在化すること、前者のカテゴリーに加害者・
後者のカテゴリーに被害者という身分が投射されることで、事件が人種差別をめぐる責任や動機の観
点から理解されうることを論じている。

（2） 牧野智和［2008: 13］は、1970年代までの少年犯罪報道では社会的背景を詳細に記述することで動機
を説明する報道が一般的であったと指摘している。

（3） 「少年」や「子ども」のような人生段階カテゴリーが無力さや被害者性に強く結びつくという点、ま
た大人による教育や指導という活動がこれらのカテゴリーを想定している点はしばしば指摘される
［Holstein and Miller 1990: 109; Sacks 1992: 401］。

（4） 「われわれ」が話し手の成員カテゴリーを表示するために使用されるという点は、Sacks［1992: 333］
や前田・西村［2018］が論じている。

（5） たとえば、次のような記事があげられる。「混血児を暖かく見守ろう」［『朝日新聞』1967.1.27朝刊］、「実
のある混血児対策を」［『読売新聞』1967.2.1朝刊］。

（6） 例外化の実践に関する本節の分析については、Sacks［1992: 568ff］や小宮［2011: 227ff］から示唆を得
ている。

（7） もちろん、「日本人」が「混血」と対をなすのは自明のことではない。「純血」も「混血」と対をなし
うるし、「日本人」が属するカテゴリー集合としては「人種」だけでなく「国籍」もありうるからだ。
それでも本稿の分析において「日本人」が「混血」と対カテゴリーをなすと言えるのは、アメリカ軍
の軍人・軍属と日本人女性の間に生まれた人々の差別経験を議論するという文脈において「日本」社
会の成員としての「われわれ」と「混血児」とが対比されており（第4章第1節）、その点で両者の対
関係ならびに「日本人」の「純血」性が想定されているからである。
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